
2020 年 7 月吉日 

お取引先 各位 

大阪府大阪市中央区南船場１丁目３番 9号 

株式会社レックス 

 

株式会社マルサン及びリマテック株式会社 商号変更のお知らせ 

（変更後の廃棄物処理委託契約の取り扱い、廃棄物搬入の対応について） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、株式会社マルサン及びリマテック株式会社は、10 月 1 日を持ちまして、商号を下記のとおり変更させていただき

ます。つきましては、変更の概要と変更後の廃棄物のお取引に関わる実務の詳細を、下記のとおりご案内申し上げま

す。何卒、ご理解いただき、引き続きご厚情を賜りますようお願い申し上げます。  

敬具 

記 

 

新商号（2020 年 10 月１日より） 旧商号 

株式会社レックスＳＲ 株式会社マルサン 

株式会社レックスＲＦ リマテック株式会社 

 

・変更日以前の日付で締結済の「産業廃棄物処理委託契約書」の取り扱いについて 

旧商号でのご契約となっていますが、契約当事者自体の変更には該当しませんので、引き続き有効な契約として

取り扱わせていただきます。 

 

・マニフェストの取り扱いについて 

上記のとおり 2020 年 10 月 1日より新商号となりますので、10 月 1 日以降にご発行いただくマニフェスト伝票へ

の処分会社の記載は新商号にてご表記いただくようお願いいたします。 

なお、万が一手違いで旧商号の表記のままで、ご搬入いただきました場合は、名称部分を 2 重線で訂正し新商

号を書き直させていただきます。 

 

・電子マニフェストの取り扱いについて 

ＪＷ－ＮＥＴの処分会社登録は旧商号での登録が 10 月 1 日をもって新商号に引き継がれるため、事前予約

を含め商号の変更をご認識頂くのみでお客様側での特段の対応は不要となります。 

 

・許可証について 

新商号に書換後、ホームページ（http://re-cs.co.jp）に新しい許可証のＰＤＦファイルをアップロードいたしま

す。（11 月下旬以降掲載予定） 

 

※後日の契約更新やマニフェストのチェックを円滑に行っていただくために、この書面（商名変更のお知らせ）を契約

書と一緒に保管お願いいたします。 

ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく弊社営業担当までお問い合わせください。 

以上 


